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午前10時00分開議 

○議長（井上 太一君）   

 おはようございます。ただいままでの出席議員は１９名で、定足数に達しておりますの

で、これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 なお、本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．第３０号議案 

日程第２．第３１号議案 

日程第３．第３２号議案 

○議長（井上 太一君）   

 これより、日程第１、第３０号議案から日程第３、第３２号議案までの条例改正３件を

一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、下川俊秀総務委員長。 

○総務委員長（下川 俊秀君）   

 ご指名によりまして、総務委員会に付託されました第３０号議案中間市職員の育児休業

等に関する条例及び中間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 今回の条例改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴

い行うものであります。急速な少子化とともに、家庭生活における責任を担いつつ、仕事

と生活の調和を図り得るような勤務環境を整備する趣旨で、「地方公務員の育児休業等に

関する法律」が改正されており、今回ご提案いたします条例改正は、同趣旨に基づき、本

市の育児休業条例及び勤務時間条例の一部を改正するものです。育児を行う職員の職業生

活と家庭生活の両立を一層容易にするためとして、関係条例において必要な事項等を定め

るものです。 

 主な内容としましては、育児休業等をすることができる職員の条項の改正で、職員の配

偶者が専業主婦である場合など、配偶者が常態として養育できる場合は、育児休業や育児

短時間勤務は認められておりませんでしたが、改正後は、配偶者の就業の有無や育児休業

の取得の有無にかかわりなく、育児休業や育児短時間勤務を取得することが可能となるこ

とや、これまでの育児休業の取得回数は、子ども１人につき原則１回であり、配偶者の疾

病等により、この養育に著しい支障が生じる等の特別の事情がある場合等、一定の条件が

満たされる場合を除き、再び育児休業を取得することができませんでした。 

 しかし、本改正により、出生から５７日間以内に通称「産後パパ休暇」と呼ばれる育児

休業を取得した職員は、特別の事情がなくても再び育児休業を取得することができます。

また、小学校就業の始期に達するまでの子や疾病や老齢により介護を必要とする父母等が
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いる職員にあっては、職員本人の請求に基づき、深夜勤務や時間外を超えての勤務をさせ

てはならないとの定めがあり、今回の改正により、これらの制限に加え、３歳に満たない

子のある職員が請求した場合には、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の

勤務を除いて、超過勤務をさせてはならないという規定を新設するものであります。 

 委員より、年次休暇制度や育児休業制度は必要な制度であるが、活用されるように、取

りやすい現場環境整備に努めてほしいとの要望もあっております。 

 以上が、条例の主な内容です。 

 審査の後、採決いたしましたところ、全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第で

あります。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、掛田るみ子市民文教委員長。 

○市民文教委員長（掛田るみ子君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております市民文教委員会に付託されました

第３１号議案中間市市税条例の一部を改正する条例について審査を行いましたので、その

概要と結果をご報告申し上げます。 

 今回の税制改正の主な内容は、まず、たばこ税の引き上げです。これは、国民の健康の

観点から、たばこの消費を抑制するために行うもので、現行の税率を１,０００本につき

３,２９８円から４,６１８円に引き上げるものでございます。 

 委員より、たばこ税の引き上げによりどれくらいの税収となるのか、また税収の見通し

としては減るのではないかとの質疑があり、執行部より、過去において買い控えによる本

数の減少はありましたが、税収は伸びており、前年度より１００万円の増収を見込んでい

ますとの回答がありました。 

 次に、子ども手当や高校無償化制度の創設により、所得税において年少扶養親族控除及

び特定扶養親族控除が廃止となりますが、個人住民税においては非課税限度額制度が存続

されます。当該制度に活用するために、扶養控除の見直し後も、扶養親族に関する事項を

把握するための措置として、給与支払者及び年金支払者は、市に対して扶養控除申告書を

提出しなければならないとするものです。 

 委員より、扶養親族の申告はどのように行い、また、自主申告者は不利益を被らないか

という質疑があり、執行部より、基本的には本人が行い、市に提出することになっていま

すが、行政としてこの制度の周知を徹底させなければならないと考えていますとの回答が

ありました。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の審査の概要であります。 

 最後に、採決いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した次第

であります。 
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 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 次に、井上久雄保健福祉委員長。 

○保健福祉委員長（井上 久雄君）   

 ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３２号議案について審査を行い

ましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。 

 今回の条例改正は、本年５月に医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法

等の一部を改正する法律が施行されたことに伴うものです。 

 国民健康保険法では、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に、資格証明書

を交付する場合、その世帯に１８歳までの高校生世代の被保険者があるときは、有効期間

を６カ月とする被保険者証を交付すること。また、保険料を滞納している世帯主に交付す

る被保険者証について定める特別の有効期間は、１８歳までの高校生世代の被保険者証に

ついては、６カ月以上としなければならないとする改正が行われています。 

 このような改正に伴い、同法において、条項等の整理が行われていることから、本条例

においても改正するものとなっております。 

 以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。 

 討論において委員から、資格証明書は、年齢にかかわらず発行すべきではないが、今回

は中学生から高校生に年齢を拡大して、資格証明書を短期保険証にするということなので

賛成いたしますとの意見がありました。 

 最後に、採決いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第であり

ます。 

 よろしくご審議のほど、お願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより第３０号議案から第３２号議案までの条例改正３件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず第３０号議案中間市職員の育児休業等に関する条例及び中間市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案に対する委

員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありま
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せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第３０号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第３１号議案中間市市税条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案に対

する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第３１号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

 次に、第３２号議案中間市国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認めます。よって、第３２号議案は委員長の報告のとおり可決することに

決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．第３４号議案 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第４、第３４号議案（仮称）交流センター新築工事請負契約についてを議題

とし、建設上下水道委員長の報告を求めます。 

 片岡誠二建設上下水道委員長。 

○建設上下水道委員長（片岡 誠二君）   

 ご指名によりまして、建設上下水道委員会に付託されました第３４号議案（仮称）交流

センター新築工事請負契約について審査を行いましたので、その概要と結果についてご報

告申し上げます。 

 今回計画しております交流センターは、垣生公園地内の旧福祉センター跡地に建築予定

で、敷地面積約４,９００平方メートル、延べ床面積１,３３２平方メートルの鉄骨造り

２階建ての建物であります。 

 地元の特産品、農産物などの食料品の販売を行う農産物直売所を常設するとともに、住

民票、戸籍等の証明書を発行できる出張所を併設し、さらには、現在、市民図書館２階に

あります歴史民俗資料館を、この交流センターの１階に移転する計画をしております。ま
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た、地域住民が利用できる学習・交流施設として、会議室や調理室に加え、子どもたちが

自然体験や社会体験ができる「青少年教育施設」も設置する予定であります。 

 この交流センター新築工事請負契約につきましては、去る６月１０日、予定価格を２億

５９５万５,０００円とし、６共同企業体による指名競争入札を行い、「山藤・ヒヤムタ

建設工事共同企業体」が１億９,８２４万円で落札し、よって同日付で同企業体と仮契約

を締結するに至ったものであります。 

 以上が、（仮称）交流センター新築工事請負契約についての主な内容であります。 

 審査の後、採決いたしましたところ、全員賛成で原案どおり可決すべきであると決した

次第であります。 

 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告を終わ

ります。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより第３４号議案（仮称）交流センター新築工事請負契約についてを起立により採

決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立多数であります。よって、第３４号議案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．意見書案第１０号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第５、意見書案第１０号未就職新卒者の支援策実施を求める意見書を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。本意見書案については、提案理由の説明を省略することにしたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   
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 ご異議なしと認めます。よって、本意見書案については提案理由の説明を省略すること

に決しました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１０号については、委員

会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案第１０号未就職新卒者の支援策実施を求める意見書を起立により採決

いたします。本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 全員起立であります。よって、意見書案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．意見書案第１１号 

日程第７．意見書案第１２号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第６、意見書案第１１号及び日程第７、意見書案第１２号の意見書案２件を

一括して議題とし、提案理由の説明を求めます。青木孝子さん。 

○議員（６番 青木 孝子君）   

 最低保障年金制度の実現に関する意見書案の提案説明をいたします。 

 日本の年金制度は、高齢者が毎日の生活を賄えないほど厳しい状況です。国民年金の場

合、年金生活者の約半数の９００万人が、平均年金月額４万７,０００円に過ぎません。

２万円から３万円台の受給者も少なくありません。さらに、無年金者が１００万人を超え

るものとみられます。増大する無年金者や年金の少ない人たちは、苦しい生活を余儀なく

されています。 

 ２００４年の年金改革の前提とされていた２００７年度の納付率８０％の達成率は、
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２００７年度６６.３％、２００８年度６１.５％と下がり続けています。高過ぎる保険料

の上に、正社員の解雇や「非正規切り」の横行による貧困の広がり、年金不信の高まりな

どが背景にあると見られます。 

 日本の公的年金制度は、その役割を果たせなくなっています。地域経済への打撃も深刻

です。最低年金保障制度以外に公的年金制度をよみがえらす道はありません。 

 この間、老齢者控除の廃止や定率減税の廃止、後期高齢者医療制度の導入などにより、

次々と高齢者がいじめられてきました。 

 「４５年間働き続けて、こんな生活が待っているとは思いもしなかった」「老後の蓄え

がなく、不安が募ります」「食べ物や衣類など、全てを切り詰めて生活しています」など、

悲痛な声が上がっています。 

 こうした状況の中で、全国市長会も２００６年１２月に続き、２００７年６月に「将来

に向けて持続可能な年金制度を構築するため」最低保障年金を含めた国民的議論と見直し

を求める要望書を国に提出しました。 

 高齢化社会が進行する日本において、高齢者の生活保障を検討することは、政治の喫緊

の課題になっています。 

 イギリスやカナダ、フランスなどでは、加入期間に関係なく年金の受給資格があります。

また、アメリカでも１０年間保険料を納めれば、年金の受給資格が得られ、最低年金額が

確保される仕組みがつくられています。 

 日本は、２５年以上保険料を納めないと、１円の年金も支給されません。公的年金制度

は、老後の生活保障という役割を持つ、社会保障の中の中核的な制度です。 

 よって、政府に対し、財源を消費税増税に求めるのではなく、全額国庫負担により、全

ての国民に月５万円の最低額を保障し、その上に支払った保険料に応じて年金額の上乗せ

する「最低保障年金制度」を創設すること。また、国の責任で１人残らず「消えた年金問

題」を解決することを求めるものです。 

 引き続きまして、介護療養病床の廃止の撤回を求める意見書案の提案説明をいたします。 

 社会保障費の削減を進めた自公政権は、２０１１年度までに医療保険適用の医療療養病

床を２５万床から１５万床に減らし、介護保険適用の介護療養病床を１３万床からゼロに

するという計画を２００６年に決定いたしました。その後、この計画は、国民の反対にあ

い、医療療養病床は各都道府県の目標に即して、２２万床程度残す方針に転換しましたが、

介護療養病床は当初の計画どおり２０１２年度末をもって廃止のままになっています。 

 民主党は、先の総選挙の政権公約で「療養病床削減計画を凍結」と掲げましたが、１月

２７日の参議院予算委員会で、長妻厚生労働大臣が「基本的に介護療養病床の廃止という

ような方向性は変わりません」と答弁しています。廃止方針を追認した長妻厚生労働大臣

の答弁に、療養病床に入所しているお年寄りや家族、医療関係者から大きな不安の声が上

がっています。 
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 介護療養病床をなくすと、胃ろうの人など、医療と介護の両方を必要とする患者の行き

場所がなくなってしまいます。 

 医療療養病床では、胃ろうの患者は「医療の必要性が低い」とされて診療報酬が低いた

め、入院を敬遠されがちです。しかし、実態は要介護度が高いだけではなく、嘔吐への対

応など医療行為が必要なため、特養ホームにも入れません。介護療養病床の受け皿とされ

る介護療養型老人保健施設には、夜は医師がおらず、２４時間の対応ができません。こう

いう患者の受け皿が介護療養病床です。政府に対し、この人たちを「介護難民」にしない

ために、先の総選挙の公約に基づき、介護療養病床の廃止方針を速やかに撤回することを

強く求めるものです。 

 ご賛同のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案２件については、委員会の

付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。草場満彦君。 

○議員（１０番 草場 満彦君）   

 意見書案第１２号介護療養病床の廃止の撤回を求める意見書案に対する反対討論を行い

ます。 

 長妻厚生労働大臣が、療養病床の廃止の方向性は変わらないと答弁をいたしました。決

して、長妻大臣にくみするものではありませんけども、そう答弁をせざるを得ないほど財

政的に療養病床の再編は避けられないのが現状であることも理解すべきだと考えます。財

政的制約の中で、医療が必要な人と介護が必要な人が、それぞれ手厚くケアされるような

方向を目指すべきだと考えます。 

 意見書案を読ませていただきました。そこで感じたことがございます。それは、余りに

も誤記が多くて、そして誇大表現が多いということであります。例えば、本文の中段にあ

ります文章で、先ほど青木議員からはたくさんの言葉がつけ足されてありましたけども、

この文章の中で、「介護療養病床の入院患者の要介護度は平均４.３と、重度の要介護者

である上、多くの患者は医療的ケアが必要で、医療の時間がかかるという理由で、転換型

老健施設も含めて介護施設に入れないのが実態です」とありました。私の理解で本文を読
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まさせていただければ、「介護療養病床の入所者の要介護度は平均４.３と重度の要介護

者である上、多くの入所者が医療ケアも必要であるなどの理由から、介護施設では受け入

れが難しいのが実態です」というのが正解ではないでしょうか。入院者、患者ではなく、

入所者であります。そして、医療の時間がかかるというこの理由、これも必要ありません

し、転換型老健施設も含めて、これも要りません。そして、「介護施設に入れないのが実

態」とは、「介護施設では受け入れが難しいというのが実態です」というのが正解ではな

いでしょうか。ほかにも、「２４時間医療の対応ができない」とありますけども、「これ

までと同様のサービス提供ができない」というのが正解だと思います。ほかにも、年数的

にも「２０１１年度」ではなく、「２０１２年」。 

 もう、このように余りにも誤記、誇大表現が多過ぎると思います。公文書として、認め

られませんし、論議に値しないものと判断をいたします。よって、この意見書案には反対

をいたします。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに討論はありませんか。宮下寛君。 

○議員（５番 宮下  寛君）   

 この介護問題については、先に介護保険を導入する際に、老老介護をなくす、いわゆる

介護問題での施設に入れない、そういう方々の問題点を解決する、そのものとしての介護

保険というものが創設されたと思うんです。我々は最初から、介護保険料は取るけれども、

サービスにおいては取り残されていくよと、このままでは。こういうことをずっと訴え続

けてきたわけですけども、現実やっぱりそうなってる。 

 今の反対討論によると、確かにこういろいろな文章上の問題について触れられているん

ですけど、問題は介護難民が今生まれようとしている、このことについてどうしていくの

かということについての討論が、ほんとにない。これでほんとに我々が市民の代表として、

この議会に参加をする、出席をして、そしてその市民の意見をここで述べていくというこ

とに値するのかという点は、非常に不十分であるし、また非常に冷たい内容であるという

ふうに思います。 

 やはり、我々が市民の声を通して、そして大きな社会問題となっているこういう介護難

民を、１日でも早くなくすという姿勢に立つということが大事ではないでしょうか。 

 以上、討論を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 これにて討論を終結いたします。 

 これより意見書案２件を順次採決いたします。 
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 議題のうち、まず意見書案第１１号最低保障年金制度の実現に関する意見書を起立によ

り採決いたします。本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立少数であります。よって、意見書案第１１号は原案否決されました。 

 次に、意見書案第１２号介護療養病床の廃止の撤回を求める意見書を起立により採決い

たします。本意見書案について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立少数であります。よって、意見書案第１２号は原案否決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．意見書案第１３号 

日程第９．意見書案第１４号 

○議長（井上 太一君）   

 次に、日程第８、意見書案第１３号及び日程第９、意見書案第１４号の意見書案２件を

一括して議題とし、提案理由の説明を求めます。宮下寛君。 

○議員（５番 宮下  寛君）   

 労働者派遣法の抜本的改正を求める意見書案についての提案理由を述べます。 

 民主党連立政権が、労働者派遣法を「派遣業法」から「派遣労働者保護法に改める」と

の公約を守り、労働者派遣法を抜本的に改正することは急務となっています。 

 もともと戦後の出発点として、労働者供給事業は禁止をされて、直接・安定雇用が原則

となったものです。それが、１９８５年に派遣法で専門性が高い一部の業務について例外

的に認められたわけです。そして、１９９９年にこれが原則自由化となり、２００４年に

は製造業も解禁され、今日では派遣禁止業が例外とされているありさまであります。 

 政府は、本年２月８日に「専門業務適正化」の通達を出し、手直しを図っていますが、

２５年前の法律や政省令が改定をされていないままでは何ら解決をしていきません。例え

ば、「専門２６業務」を「登録型派遣の禁止」の「禁止の例外」としていますけれども、

「専門２６業務」で働いている派遣労働者１００万人中４５万人がこの対象となっている

んです。その「事務用機器の操作業務」は、いわゆるパソコンを扱う、こういう人につい

ては、その、操作の業務として、これを例外、２６業務の中に入れるということですから、

まさに「専門業務」として「例外」に扱う、こういうことになるわけですね。 

 貧困と格差の拡大の大きな原因となっている派遣労働者の非人間的な労働実態を改善し

権利を守ることは緊急の問題だと思います。雇用は直接・常用が国際的なルールでありま

す。どうか、こうした労働者派遣法の抜本的な改正を求める意見書案、諸同僚議員の皆さ
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ん方の同意をよろしくお願いをいたします。 

 続いて、沖縄・普天間基地の無条件撤去と国外移設を求める意見書案の提案理由であり

ます。 

 日米両政府は、米海兵隊普天間基地移設に関し、普天間基地を「キャンプ・シュワブ辺

野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する」こと、また、訓練移転については「徳之

島の活用」とともに「日本本土の自衛隊の施設・区域も活用され得る」などとする共同発

表を行いました。 

 このことは、米軍基地による住民被害を日本全土に拡散することになり、最悪の選択と

言わざるを得ません。しかもこれは、沖縄の負担軽減にならないことは、２００６年の日

米合意で嘉手納基地の訓練移転を決めましたけれども、「余裕があるならば」と世界各地

から米軍機が飛来し、嘉手納基地の基地被害が一層深刻になったという事実からも明らか

であります。 

 沖縄県民の総意は、昨年１１月に開催された県民大会で、約２万１,０００人が参加す

る、また本年１月には、名護市長選において辺野古への新基地建設を反対する新市長を誕

生させたことでも明らかになりましたけれども、さらに先の４月２５日の県民大会では

９万人を超える大集会が開かれ、参加できなかった県民は、自宅や職場で胸に黄色いリボ

ンを身につけ、意思をあらわすなど、文字どおり「島ぐるみ」の基地撤去の壮大な運動と

なりました。 

 この県民大会における９万人という数は、この福岡県で換算すると３０万人から４０万

人近い県民が一同に会したということにもなる、大変なものであります。鳩山政権は、こ

のような沖縄県民の総意を踏みにじり、国民への公約を破る、こういうことを重ねる中で、

国民の怒りの包囲のもと崩壊し、菅直人新政権が発足しました。が、菅新首相は、普天間

問題について、「日米合意を踏まえ取り組む」と述べておりますが、「県内移設絶対反

対」という県民の総意を踏みにじって辺野古に新基地をつくることは許されないことだと

思います。しかも、日本本土の自衛隊施設、区域も活用され得るという日米合意は、お隣

の芦屋町にある自衛隊の飛行機訓練基地においても、米軍による飛行訓練が行われる可能

性が大きいと指摘せざるを得ません。 

 訓練飛行の爆音、治安の悪化など、今日本の米軍基地周辺で起こっている事件を見まし

ても、これまでに私たちが経験したことのないような事態に陥るということも予測できる

のではないでしょうか。 

 既に米軍による飛行訓練が行われている築城基地の周辺では、米軍による訓練期間中は、

住民の皆さん方、夕方から戸を締め切り、人通りもほとんどないというふうに言われても

おります。また、泥酔した米軍人が、民間人宅に上がり込み眠り込んでいたという事件も

起こっているということも言われています。 

 こうした事態を起こさないためにも、こうした日米合意を破棄をし、そして普天間基地
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無条件撤去と国外移設をぜひとも実現しなければならないというふうに思います。 

 どうか議員諸氏のご賛同をお願いを申し上げます。 

 以上、提案理由を終わります。 

○議長（井上 太一君）   

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案２件については、委員会の

付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（井上 太一君）   

 討論なしと認めます。 

 これより意見書案２件を順次採決いたします。 

 議題のうち、まず意見書案第１３号労働者派遣法の抜本的改正を求める意見書を起立に

より採決いたします。本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立少数であります。よって、意見書案第１３号は原案否決されました。 

 次に、意見書案第１４号沖縄・普天間基地の無条件撤去と国外移設を求める意見書を起

立により採決いたします。本意見書案については、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（起立） 

○議長（井上 太一君）   

 起立少数であります。よって、意見書案第１４号は原案否決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．会議録署名議員の指名 

○議長（井上 太一君）   

 これより、日程第１０、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第７６条の規定により、議長において宮下寛君及び
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山本慎悟君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（井上 太一君）   

 以上をもちまして、今期定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。よって、

平成２２年第２回中間市議会定例会はこれにて閉会いたします。 

午前10時36分閉会 

────────────────────────────── 
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